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はじめに 

 

学校部活動は、スポーツ・文化芸術に興味・関心のある同好の生徒が自主的・自発的に参加し、

各部活動の責任者（以下「部活動顧問」という。）の指導の下、学校教育の一環として行われ、   

教師の献身的な支えにより、我が国のスポーツ・文化芸術振興を担ってきました。 

また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師

等との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に

資するなど、学校という環境における生徒の自主的で多様な学びの場として、教育的意義を有し

てきました。 

しかし、少子化が進展し、学校規模が縮小する中、学校部活動を従前と同様の体制で運営する

ことは難しくなってきており、学校や地域によっては存続が厳しい状況にあります。また、専門

性や意思に関わらず教師が顧問を務めるこれまでの指導体制を継続することは、学校における 

働き方改革が進む中、より一層厳しくなります。 

 そこで、学校部活動では支えきれなくなっている中学生等のスポーツ・文化芸術環境について、

今後は学校単位から地域単位に積極的に変えていくことにより、将来にわたり山梨県の子供たち

がスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができるよう環境を整備する必要があると考えてお

ります。このことは、学校における働き方改革を推進し、学校教育の質の向上にもつながるもの

であると考えます。 

 以上のことを踏まえ、山梨県においては、はじめに公立中学校の休日部活動を「運動や文化活

動をしたい生徒すべてが参加可能な、友達と楽しみながらできる活動」と、「競技力向上やこれま

で体験する機会が得られなかった活動」について、市町村や関係団体等と連携を図りながら体制

整備を進めていきたいと考えます。 

 まずは、休日における地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を着実に推進し、令和５年度から

令和７年度までの３年間を改革推進期間として、地域の実情に応じて可能な限り早期に学校部活

動の地域連携や地域クラブ活動への移行の実現を目指して参ります。 

 そのために、「地域の持続可能で多様な環境を一体的に整備すること」及び「スポーツ・文化芸

術活動の最適化を図り、体験格差を解消すること」を目指して、このたび「やまなし学校部活動

及びやまなし地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定いたしました。 

 各学校及び市町村教育委員会におかれましては、本ガイドラインを参考に、「地域の子供たちは、

学校を含めた地域で育てる。」という意識の下で、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親し

むことのできる機会の確保を目指す取組を進めていただきますようお願いいたします。 

 

 

令和５年１２月 

 

                                                        

                                     山 梨 県 

                                 山梨県教育委員会 
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国の動向 

 

○ 学校における部活動の厳しい現状については、国会や中央教育審議会等においても指摘され

ており、これまでスポーツ庁や文化庁においても、部活動の運営の適正化に向けた改善方策や、

地域との連携・協働、地域移行の方向性が示されてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 29年 12 月中央教育審議会） 

○ 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における 

働き方改革に関する総合的な方策について （中間まとめ） 

※ 部活動については、学校の業務として行う場合であっても、必ずしも教師が担わなければ

ならない業務ではない。 

（平成 30年３月スポーツ庁）（平成 30年 12月文化庁） 

○ 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン及び文化部活動の在り方に関する 

総合的なガイドライン 

※ 学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ・文化芸術環境の整備を進める。 

（平成 31年１月中央教育審議会） 

○ 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における 

働き方改革に関する総合的な方策について（答申） 

※ 地域で部活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を 

進め、環境を整えた上で、将来的には、部活動を学校単位から地域単位の取組にし、学校以

外が担うことも積極的に進めるべき。 

（令和元年 11 月及び 12月） 

○ 衆議院文部科学委員会の附帯決議及び参議院文教科学委員会の附帯決議  

※ 部活動を学校単位から地域単位の取組とし、学校以外の主体が担うことについて検討を  

行い、早期に実現すること。 

（令和２年９月文部科学省） 

○ 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について 

※ 令和５年度以降、休日の部活動の段階的な地域移行を図るとともに、休日の部活動の指導

を望まない教師が休日の部活動に従事しないこととする。 

（平成 25年 5 月文部科学省） 

○ 運動部活動での指導のガイドライン 

※ 各中学校、高等学校の運動部活動での指導において、必要である又は考慮が望まれる基本

的な事項、留意点をあらためて整理し提示。 
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○ 県においては、これまでの国における部活動改革の経緯・経過を踏まえ、国の動向を注視し

ながら地域クラブ活動が円滑に進められるよう、市町村等と連携を図りながら取組を進める。 

 

○ また、国の動向を注視し、本ガイドラインについても、改革推進期間における取組の進捗状

況等を勘案し、適宜必要な見直しを行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年６月スポーツ庁、令和４年８月文化庁） 

○ 運動部活動の地域移行に関する検討会議提言及び文化部活動の地域移行に関する検討 

会議提言 

※ 休日の部活動の地域移行を達成する目標時期については、令和５年度の休日の部活動の 

段階的な地域移行開始から３年後の令和７年度末を目途とする。 

（令和４年 12月スポーツ庁・文化庁） 

○ 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン 

※ 学校運動部活動の地域移行は、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という

意識の下で、生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な環境の一体的

な整備により、地域の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消

することを目指すもの。 

令和５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間として地域連携・地域移行に取り

組みつつ、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指す。 
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山梨県における部活動を取り巻く状況 

 

○  学校部活動は、これまで生徒のスポーツや文化芸術等に親しむ機会を確保し、生徒の自主的・

自発的な参加による活動を通じて、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育の  

目指す資質・能力の育成に資する大きな役割を担ってきた。 

 

○ また、学校教育の一環として行われる部活動は、人間関係の構築を図ったり、自己肯定感を

高めたりするなどの教育的意義だけでなく、生徒の意欲向上など、学校運営上も意義があり、

さらに、学校の一体感や愛校心の醸成にも大きく貢献してきた。 

 

○ 一方で、学校の部活動を巡る状況については、近年、特にその活動を持続させる上では困難

さを増している。現在、日本の総人口が減少局面に入ってから十数年が経過し、中学生数は、

昭和 61年以降なだらかに減少し続け、半数近くになっている。県内の公立中学校に通う生徒数

も、20年前の平成 15年では約 28,000人、10年前の平成 25年は約 24,000人、令和５年は 19,000

人を下回り、今後も減少が予測されている。また、県内の公立中学校数も平成 15 年の 98 校か

ら、平成 25年の 88校、令和５年では 80校まで減少し、今後も学校間の統合等で減少していく

可能性がある。 

 

○  県内公立中学校及び高等学校が設置する部活動数も減少傾向にあり、特に中学校では、平成

30 年からの４年間で約 10％の減少となっている。 

 

○  平成 29 年度から実施している「部活動指導実態調査」によると、「土日のいずれか１日を  

休養日としている顧問の割合は、平成 29年度では、公立中学校 84.2%、県立高等学校 74.2%で

あり、令和４年度では、公立中学校 97.1%、県立高等学校 86.7%と改善傾向にあるものの、山梨

県教育振興基本計画の目標である公立中学校 100％、県立高等学校 90％以上には依然届いてい

ない現状がある。 

 

○  さらに、休日も含めた指導や大会への引率、運営への参画が求められるなど、教師にとって

大きな業務負担となっている。その「負担感」について中学校の教師対象の調査を実施したと

ころ、平日で 65%、休日で 74%が負担を感じている実態が明らかとなった。  

 

○  また、休日の部活動が地域移行した際の「地域クラブ活動指導者」への兼職兼業についての

意向を中学校の教師に調査したところ、「兼職兼業を申請したい」16.6％、「兼職兼業を申請し

ない」56.5％、「どちらとも言えない」26.9％であり、今後の地域クラブ活動指導者の確保等の

課題が浮き彫りとなった。 
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本ガイドライン策定の趣旨等 

 

○  本ガイドラインは、少子化の中でも将来にわたり、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続し

て親しむことができる機会を確保することを目指し、学校部活動が生徒にとって望ましいスポ

ーツ・文化芸術環境となるよう、適正な運営や効率的・効果的な活動の在り方について示すと

ともに、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応について、国のガイドラインを  

踏まえつつ、県の考え方を示すものである。 

 

○  学校部活動の地域移行は、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の

下で、生徒の望ましい成長を保障できるよう、地域の持続可能で多様な環境の一体的な整備に

より、地域の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することを

目指すものである。 

その際、学校部活動の教育的意義や役割については、地域クラブ活動においても継承・発展

させ、さらに、地域での多様な体験や様々な世代との豊かな交流等を通じた学びなどの新しい

価値が創出されるよう、学校関係者等と必要な連携を図りつつ、発達段階やニーズに応じた 

多様な活動ができる環境を整えることが必要である。 

 

○  本ガイドラインは、義務教育である公立中学校（特別支援学校中学部を含む。以下同じ。）の

生徒の学校部活動及び地域クラブ活動を主な対象とする。 

 

○  本ガイドラインのうち「Ⅰ 学校部活動」については、高等学校（特別支援学校高等部を含む。

以下同じ。）段階の学校部活動についても本ガイドラインを原則として適用する。その際、高等

学校段階では、各学校において中学校教育の基礎の上に多様な教育が行われている点に留意す

る。 

 

○  一方、「Ⅱ 新たな地域クラブ活動」「Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に

向けた環境整備」「Ⅳ 大会等の在り方の見直し」については、公立の中学校の生徒の活動を  

主な対象とし、国立の中学校においても学校等の実情に応じて積極的に取り組むことが必要で

ある。 

国公立の高等学校段階については、義務教育修了後に多様な教育活動が行われている状況を

踏まえつつ、生徒の心身の健全育成等の観点から、学校等の実情に応じて学校部活動の改革に

取り組むことが望ましい。 

 

○  なお、地域の実情等によっては、平日と休日を一体としてスポーツ・文化芸術活動の環境を

構築することや、まずは平日から地域のスポーツ・文化芸術活動の環境を構築すること等、  

地域クラブ活動を段階的に進めることなども考えられるため、どのような進め方が地域の実情

等に照らして適するかは、各学校における関係者間で慎重に検討して方針を定め、調整・協議

する場を整えていくことも必要である。                                                                                                                                 
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Ⅰ 学校部活動 

 

 

１ 適切な運営のための体制整備  

 

（１）学校部活動に関する方針の策定等  

 

ア 市町村（組合）教育委員会は、国のガイドラインに則り、本ガイドラインを参考に学校

部活動の活動時間及び休養日の設定その他適切な学校部活動の取組に関する「設置する 

学校に係る部活動方針」を策定する。  

 

イ 校長及び部活動顧問は、生徒、保護者及び地域の理解や協力体制を整えるため、以下の

ことに取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［公表する場の設定例］ 

・学校運営協議会やＰＴＡ総会等で学校経営方針とともに、学校部活動に係る活動方針を 

説明する。 

・「学校の部活動に係る活動方針」をホームページ等へ掲載する。 

・授業参観や学級懇談会など、保護者が集まる機会に、部活動単位の懇談会等を設定して、

活動計画について説明を行い、保護者への理解と協力を求める。 

 

  

 

 

 

 

 

 

◆ 校長は、学校教育目標の実現に向けて本ガイドライン及び市町村（組合）教育委員会が  

策定した方針に則り、毎年度「学校部活動に係る活動方針」を策定し、公表する。 

◆ 部活動顧問は、「学校部活動に係る活動方針」に基づき、年間の活動計画（活動日、   

休養日及び参加予定大会日程等）並びに毎月の活動計画及び活動実績（活動日時・場所、

休養日及び大会参加日等）を作成し、校長に提出する。 

「学校部活動に係る活動方針」 記載事項（例） 

□目標   □活動日・休養日及び活動時間   □設置部活動 

□部活動顧問等（教師、部活動指導員、外部指導者） 

□年間計画（年間行事予定に学校としての休養日を明記するなど）  

□組織図（学校運営組織図に部活動顧問会議等を位置付けるなど） 

※部活動顧問会議とは、部活動の運営等に関する情報共有の場 

学校部活動は教育課程外の活動であり、その設置・運営は学校の判断により行われる 

ものであるが、学校部活動を実施する場合には、その本来の目的を十分に果たし、生徒に

とって望ましいスポーツ・文化芸術環境となるよう、以下に示す内容を徹底する。 
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（２）指導・運営に係る体制の構築  

 

ア 校長は、教師だけでなく、部活動指導員や外部指導者など適切な指導者を確保していく

ことを基本とし、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、

生徒の安全確保、教師の長時間勤務の解消等の観点から円滑に部活動を実施できるよう、

適正な数の部活動を設置する。 

 

イ 校長は、教師を部活動顧問に決定する際は、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、

教師の他の校務分掌や本人の抱える事情、部活動指導員の配置状況等を勘案した上で行う

など、適切な校務分掌となるよう留意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営

及び管理に係る体制の構築を図る。 

 

ウ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各部活動の活動内容を把握し、

生徒が安全にスポーツ・文化芸術活動を行い、教師の負担が過度とならないよう持続可能

な運営体制が整えられているか等について、適宜、指導・是正を行う。 

 

エ 県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会は、部活動顧問を対象とするスポーツ・   

文化芸術活動の指導に係る知識及び実技の質の向上、並びに学校の管理職を対象とする  

部活動の適切な運営に係る実効性の確保を図るための研修等の取組を行う。 

 

オ 市町村（組合）教育委員会及び校長は、教師の学校部活動への関与について、法令や  

「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会

が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針 」（令和２年 

文部科学省告示第１号）に基づき、業務改善及び勤務時間管理等を行う。 

 

カ 市町村（組合）教育委員会は、各学校の生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況や   

校務分担の実態等を踏まえ、部活動指導員を積極的に任用し、学校に配置する。また、   

教師ではなく部活動指導員が顧問となり指導や大会等の引率を担うことのできる体制を  

構築する。校長は、部活動指導員が十分に確保できない場合には、外部指導者を配置する

ことで、教師の指導の負担軽減を図る。また、外部指導者等の引率でも参加可能となる  

種目の教育内大会の引率 1に教師が従事しない体制を構築する。 

 

キ 市町村（組合）教育委員会は、部活動指導員等の任用・配置に当たっては、学校教育に

ついて理解し、適切な指導を行うために、部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達段

階に応じた科学的な指導、安全の確保や事故発生時の対応を適切に行うこと、体罰（暴力）

やハラスメント（生徒の人格を傷つける言動）は、いかなる場合も許されないこと、服務

（校長の監督を受けることや生徒、保護者等の信頼を損ねるような行為の禁止等）を遵守

すること等に関し、任用前及び任用後の定期において研修を行う。 

 
１ 「山梨県小中学校体育連盟主催大会における監督・引率細則」に示されている。（中学校のみ） 
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ク 県教育委員会は、部活動指導員や外部指導者を確保しやすくするため、域内における  

スポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、指導者の発掘・把握に努め、市町村等から

の求めに応じて指導者を紹介する人材バンクを整備するなどの支援を行う。また、スポー

ツ・文化芸術団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者の養成や資質向上の取組

を進める。 

 

ケ 県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、生徒のスポーツ・文化芸術環境

等の充実の観点から、学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ・文化芸術団体等との

連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等により、地域における環境整備を進める。 

 

 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進  

 

（１）適切な指導の実施 

 

ア 校長、部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、学校部活動の実施に当たっては、  

生徒の心身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防や文化部活動中の障害・外傷の予防、

バランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防止（活動場所における施設・設備の

点検や活動における安全対策等）を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する。 

特に運動部活動においては、文部科学省が平成 25 年５月に作成した「運動部活動での 

指導のガイドライン」等に則った指導を行う。県教育委員会及び学校の設置者は、学校に  

おけるこれらの取組が徹底されるよう、学校保健安全法等も踏まえ、適宜、支援及び指導・

是正を行う。 

 

イ 運動部活動の部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、スポーツ医・科学の見地か

らは、トレーニング効果を得るために休養等を適切に取ることが必要であること、また、

過度の活動がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ずしも体力・運動能力の向上につな

がらないこと等を正しく理解し、分野の特性等を踏まえた効率的・効果的なトレーニング

の積極的な導入等により、休養等を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。 

 

ウ 文化部活動の部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、生徒のバランスのとれた  

健全な成長の確保の観点から休養等を適切に取ることが必要であること、また、過度の   

活動が生徒の心身に負担を与え、文化部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うこと

等を正しく理解し、分野の特性等を踏まえた効率的・効果的な活動の積極的な導入等に  

より、休養等を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。 

 

エ 部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、生徒の運動・文化芸術等の能力向上や、

生涯を通じてスポーツ・文化芸術等に親しむ基礎を培うとともに、生徒がバーンアウトす

ることなく、技能の向上や大会等での好成績等それぞれの目標を達成できるよう、生徒と

コミュニケーションを十分に図った上で指導を行う。その際、専門的知見を有する保健体

育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や女子の成長期における体と心

の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。 
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３ 適切な休養日等の設定  

 

ア 運動部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運動、食事、

休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、スポーツ医・科学の観点

からのジュニア期におけるスポーツ活動時間に関する研究 2も踏まえ、以下の基準とする。 

 

 
 

［休養日等の設定例］ 

・土曜日及び日曜日に教育内大会へ出場するため、翌週に休養日を設定する。 

・夏季休業中は、５日間の長期休養期間を設定する。  

  
 

イ 文化部活動における休養日及び活動時間についても、成長期にある生徒が、教育課程内

の活動、学校部活動、学校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の生活時間のバラン

スのとれた生活を送ることができるよう、運動部活動の基準と同様とする。 

 

ウ 市町村（組合）教育委員会は、１（１）アに掲げる「設置する学校に係る部活動の方針」

の策定に当たっては、前記アの基準を踏まえるとともに、本ガイドラインを参考に、休養

日及び活動時間等を設定し、明記する。また、後記エに関し、適宜、支援及び指導・是正を

行う。 

 
 

 
2 「スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間について」（平成 29年 12年 18日公益財

団法人日本体育協会）において、研究等が競技レベルや活動場所を限定しているものではないことを踏まえた
上で、「休養日を少なくとも１週間に１～２日設けること、さらに、週当たりの活動時間における上限は、    
16時間未満とすることが望ましい」ことが示されている。 

◆ 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜日及び  

日曜日（以下「週休日」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。ただし、シーズン

期（教育内大会４週間前）の週休日に両日活動する場合には、休養日を他の日に振り替える。） 

◆ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を  

取ることができるとともに、学校部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、  

ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

◆ 生徒の１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週休日

を含む）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を  

行う。 

 

 

 

 

 

［留意点］  

・「きずなの日」は休養日とし、教師と生徒がふれあう時間を創出する。  

・定期試験前後の一定期間は休養日とし、生徒が学習時間を確保できるよう配慮する。 
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エ 校長は、１（１）イに掲げる「学校部活動に係る活動方針」の策定に当たっては、前記

アの基準を踏まえるとともに、本ガイドライン及び市町村（組合）教育委員会が策定した

方針に則り、各学校部活動の休養日及び活動時間等を設定し、公表する。また、各部の   

活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底する。 

 

オ 休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫を行う。  

例えば、定期試験前後の一定期間等、各部共通、学校全体、市町村共通の学校部活動の   

休養日を設けることや、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定めることも

考えられる。 

 
 

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備 

 

ア 校長は、学校の指導体制等に応じて、性別や障害の有無を問わず、技能等の向上や大会

等で好成績を収めること以外にも、気軽に友達と楽しめる、適度な頻度で行える等多様な

ニーズに応じた活動を行うことができる環境を整備する。 

 

イ 校長は、運動、歌や楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒や障害のある生徒が参加しや

すいよう、スポーツ・文化芸術等に親しむことを重視し、一人一人の違いに応じた課題や

挑戦を大切にすることや、過度な負担とならないよう活動時間を短くするなどの工夫や 

配慮をする。 

 

ウ 市町村（組合）教育委員会及び校長は、少子化に伴い、単一の学校では特定の分野の学

校部活動を設けることができない場合や、部活動指導員や外部指導者が配置できず、指導

を望む教師もいない場合には、生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会が損なわれることが

ないよう、当面、複数校の生徒が拠点校の学校部活動に参加する等、合同部活動等の取組

を推進する。 

 

エ 市町村（組合）教育委員会及び校長は、学校部活動は生徒の自主的・自発的な参加によ

り行われるものであることを踏まえ、生徒の意思に反して強制的に加入させることがない

ようにするとともに、その活動日数や活動時間を見直し、生徒が希望すれば、特定の種目・

部門だけでなく、スポーツ・文化芸術や科学分野の活動や地域での活動も含めて、様々な

活動を同時に経験できるよう配慮する。 

～具体的な例～ 

◆ 運動部活動では、複数のスポーツや季節ごとに異なるスポーツを行う活動、競技・大会

志向でなく、障害の有無や年齢などに関わらず一緒に活動できるレクリエーション志向で

行う活動、体力つくりを目的とした活動、生徒が楽しく体を動かす習慣の形成に向けた 

動機付けとなる活動等。 

◆ 文化部活動では、体験教室などの活動、レクリエーション的な活動、障害の有無や年齢

等に関わらず一緒に活動することができるアート活動、生涯を通じて文化芸術を愛好する

環境を促進する活動等。 
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５ 学校部活動の地域連携 

 

ア 市町村（組合）教育委員会及び校長は、学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ・

文化芸術団体との連携や民間事業者の活用等により、保護者の理解と協力を得て、学校と

地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ・文化芸術の環境整備を進める。その

際、各地域において、行政、学校、スポーツ・文化芸術団体等の関係者が現状や課題を共有

し、今後のスポーツ・文化芸術環境の在り方等を協議する場（協議会等）を設ける。 

 

イ 市町村（組合）教育委員会及び校長は、地域の実情に応じ、学校種を越え、中学校、高等

学校、大学及び特別支援学校等との合同練習を実施するなどにより連携を深め、生徒同士

の切磋琢磨や多様な交流の機会を設ける。 

 

ウ 地域の体育・スポーツ協会、競技団体及びその他のスポーツ団体は、総合型地域スポー

ツクラブやスポーツ少年団等の生徒が所属する地域のスポーツ団体に関する事業等につい

て、市町村（組合）教育委員会等と連携し、学校と地域が協働・融合した形での地域の   

スポーツ環境の充実を図る。 

また、各分野の文化芸術団体等は、市町村（組合）教育委員会等と連携し、学校と地域

が協働・融合した形での文化芸術等の活動を推進する。 

さらに、市町村（組合）教育委員会等が実施する部活動指導員の任用・配置や、部活動

顧問等に対する研修等、スポーツ・文化芸術活動の指導者の質の向上に関する取組に協力

する。 

 

エ 市町村（組合）教育委員会及び校長は、地域で実施されている分野と同じ分野の学校  

部活動については、休日の練習を共同で実施するなど連携を深める。休日に限らず平日に  

おいても、できるところから地域のスポーツ・文化芸術団体等と連携して活動する日を  

増やす。 

 

オ 市町村（組合）教育委員会及び校長は、学校部活動だけでなく、地域で実施されている

スポーツ・文化芸術活動の内容等も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じ

て自分にふさわしい活動を選べるようにする。 
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Ⅱ 新たな地域クラブ活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新たな地域クラブ活動の在り方 

 

ア 市町村は、生徒が生涯にわたってスポーツ・文化芸術に親しむ機会を確保し、生徒の  

心身の健全育成等を図るためだけでなく、地域住民にとってもより良い地域スポーツ・  

文化芸術環境となることを目指し、地域のスポーツ・文化芸術団体、学校等の関係者の  

理解と協力の下、生徒の活動の場として、地域クラブ活動を行う環境を速やかに整備する。 

 

イ 地域クラブ活動を行う環境の整備は、各地域クラブ活動を統括する運営団体や、個別の

地域クラブ活動を実際に行う実施主体が進めることが考えられる 3 。このような運営団体・

実施主体等の整備、生徒のニーズに応じた複数の運動種目・文化芸術分野に取り組める  

プログラムの提供、質の高い指導者の確保等に取り組み、生徒のみならず地域住民を対象

とした地域スポーツ・文化芸術活動全体を振興する契機とする。 

 

ウ 新たな地域クラブ活動を整備するに当たり、例えば総合型地域スポーツクラブの充実を

図ることで、中学校の生徒だけではなく、他の世代にとっても、気軽にスポーツ・文化芸

術活動を行える環境となり、地域全体としてより幅広いニーズに応えられるようになるこ

と、生涯を通じた運動習慣作りや文化芸術等の愛好が促進されること、行政やスポーツ・

文化芸術団体、学校等との緊密な連携や、指導者等の活用が充実することが期待できる。 

 

 

 

3 運営団体及び実施主体は、同一の団体となる場合も考えられる。 

公立中学校において、学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との連携・協働

により、生徒のスポーツ・文化芸術活動の場として、新たに地域クラブ活動を整備する  

必要がある。 

地域クラブ活動は、学校の教育課程外の活動として、社会教育法上の「社会教育」   

（主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエーショ

ンの活動を含む。））の一環として捉えることができ、また、スポーツ基本法や文化芸術  

基本法上の「スポーツ」「文化芸術」として位置付けられるものでもある。したがって、   

地域クラブ活動は、学校と連携し、学校部活動の教育的意義を継承・発展しつつ、スポー

ツ・文化芸術の振興の観点からも充実を図ることが重要である。 

これを踏まえ、学校部活動で担ってきた生徒のスポーツ・文化芸術の機会を地域スポー

ツ・文化芸術から支えに行くという視点も有しつつ、新たな地域クラブ活動の在り方や 

運営体制、活動内容等について以下に示す。市町村等においては、地域の実情に応じ、  

関係者の共通理解の下、できるところから取組を進めていくことが望ましい。 
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エ 県は、公立中学校の休日部活動を地域に移行した「運動や文化芸術活動をしたい生徒す

べてが参加可能な、友達と楽しみながらできるスポーツ・文化芸術活動」と、「競技力向上

やこれまで体験する機会が得られなかったスポーツ・文化芸術活動」について、市町村や

関係団体等と連携を図りながら体制整備を進める。 

 

 

【参考】地域移行後の活動機会 

～休日に学校での運動部活動が行われなくなった際に想定される 

中学生の地域スポーツクラブ活動の機会～ 

 

活動の種類（運営団体・実施主体） 活動の目的 予想されるメリット・デメリット

①民間のクラブチーム
（ヴァンフォーレ甲府など）

◇選手コース
◇トップチーム

競技力向上

【メリット】
プロ指導者による専門的指導の下での競技力向上

【デメリット】
・経済的負担大
・時間的負担大
・地域間格差大◇普及クラス 運動機会の確保

②地域のクラブチーム
（スポ少、市町村スポーツ協会、ＮＰＯ、町道場など）

競技力向上
＞運動機会確保

【メリット】
地域での活動のため移動等の負担が比較的少ない

【デメリット】
ニーズに応える活動がない可能性

③競技団体主催の活動

◇国スポ大会強化
◇年代別強化

競技力向上

【メリット】
学校部活動から独立した強化活動が可能

【デメリット】
移動手段の確保が困難

◇普及 人材発掘
＞競技力向上

【メリット】
中体連競技（種目）以外の普及が可能

【デメリット】
移動手段の確保が困難

④学校以外の団体が運営し教育委員会が運営方針の
決定等に関わる地域スポーツクラブ活動

市町村教育委員会が中心に、運営主体・実施主体
（総合型地域ＳＣ、スポ少、市町村スポーツ協会等）
と連携した制度設計。教師等の兼職兼業による指導可。

運動機会確保
＞競技力向上

・令和３～４年度の２年間、南アルプス市で実施し
た休日部活動の地域移行へ向けた実践研究事業

・令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
甲府市・南アルプス市・山梨市・甲州市・
都留市・昭和町

等により、検証中。

休日部活動の地域移行後における中学生の運動機会（イメージ）

新たなコンテンツ【民間スポーツ団体】 従来型コンテンツ【市町村】

連携

○プロ選手や国体選手を目指すなど、競技力向上や高いスキル
の習得を目的とするスポーツ活動

○マウンテンバイクやスケートボードなど市町村で実施主体等の
確保が困難なスポーツ活動

①市町村が地域と連携して運営
②総合型地域スポーツクラブ等が運営
③地域の人材を活用した学校部活動の地域連携
※上記の体制については、複数市町村で連携することも想定

スポーツ団体が運営主体となり、実施

市町村が主体となり、実施

○友達と楽しみながらできるスポーツ活動
○競技力向上のみを目的とせず、多様なスポーツが体験でき
る活動

※地域移行の活動は、新たな調査を実施してニーズ等を把握し、体制整備できた地域・スポーツ活動から実施

※全県の中学生が参加可能



p. 15 

 

２ 適切な運営や効率的・効果的な活動の推進 

 

（１）参加者 

 

従来の学校部活動に所属していた生徒はもとより、学校部活動に所属していない生徒、

運動や歌、楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒、障害のある生徒など、参加を希望する

全ての生徒を想定する。 

 

（２）運営団体・実施主体  

 

① 地域スポーツ・文化芸術団体等の整備充実  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 関係者間の連携体制の構築等  

 

ア 市町村は、首長部局や教育委員会の中の地域スポーツ・文化振興担当部署や社会教育・

生涯学習担当部署、学校の設置・管理運営を担う担当部署、地域スポーツ・文化芸術団体、

学校、保護者等の関係者からなる協議会等において、定期的・恒常的な情報共有・連絡調

整を行い、緊密に連携する体制を整備する。 

 

イ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、例えば、年間の活動計画（活動日、休養日及

び参加予定大会の日程等）及び毎月の活動計画（活動日時・場所、休養日及び大会参加日

等）を策定し、公表する。その際、協議会等の場も活用し、地域におけるスポーツ・文化 

芸術団体等での活動中の生徒同士のトラブルや事故等の対応を含む管理責任の主体を明確

にし、共通理解を図る。 

◆ 想定される運営団体・実施主体 

地域スポーツ団体等 地域文化芸術団体等 

・ 総合型地域スポーツクラブ 

・ スポーツ少年団 

・ 体育・スポーツ協会 

・ 競技団体 

・ クラブチーム 

・ プロスポーツチーム 

・ 民間事業者 

・ フィットネスジム 

・ 地域学校協働本部 

・ 保護者会 

・ 同窓会 

・ 複数の学校の運動部が統合して設立する

団体 等 

・ 文化芸術団体 

・ 地域学校協働本部 

・ 保護者会 

・ 同窓会 

・ 複数の学校の文化部が統合して設立 

する団体 等 

 ※市町村が運営団体となることも想定される。 
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（３）指導者 

  

① 指導者の質の保障  

 

ア 市町村は、生徒にとってふさわしい地域スポーツ及び文化芸術等に親しむ環境を整備 

するため、各地域において、専門性や資質・能力を有する指導者を確保する。 

 

イ 運営団体・実施主体は、指導技術の担保や生徒の安全の確保や健康面の配慮など、生徒

への適切な指導力等の質のみならず、暴言・暴力、行き過ぎた指導、ハラスメント等の   

行為も根絶する。 

 

② 適切な指導の実施  

 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、Ⅰ２（１）に準じ、参加者の心身の健康管理、  

事故防止を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する。市町村は、適宜、指導助言を行う。 

 

イ 指導者は、Ⅰ２（１）に準じ、生徒との十分なコミュニケーションを図りつつ、適切な休養、

過度の練習の防止や合理的かつ効率的・効果的な練習の積極的な導入等を行う。 

    また、専門的知見を有する者等の協力を得て、発達の個人差や女子の成長期における  

体と心の状態等に関する正しい知識を修得する。 

 

③ 指導者の量の確保  

 

ア 想定される地域クラブ活動の指導者 

 ・スポーツ・文化芸術団体の指導者 

・部活動指導員となっている人材 

・退職教師 

・教師等の兼職兼業 

・企業関係者 

・公認スポーツ指導者（日本スポーツ協会公認指導者等） 

・スポーツ推進委員 

・スポーツ指導者協議会会員（日本スポーツ協会公認指導者） 

・競技・活動経験のある大学生・高校生や保護者等 

 

イ 人材バンクの活用 

市町村は、域内におけるスポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、指導者の発掘・

把握に努め、求めに応じて指導者のマッチングを図る県の人材バンクを活用するなど、  

地域クラブ活動の運営団体・実施主体による指導者の配置を支援する。 

   また、スポーツ・文化芸術団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者の養成や

資質向上の取組を進める。 

 

ウ 市町村及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、生徒が優れた指導者から指導を  

受けられるよう、必要に応じ ICT を活用した遠隔指導ができる体制を整える。 
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④ 教師等の兼職兼業  

 

ア 服務監督教育委員会は、国が示す手引き等も参考としつつ、地域クラブ活動での指導を

希望する教師等が、円滑に兼職兼業の許可を得られるよう、規程や運用の改善を行う。 

 

イ 服務監督教育委員会等が兼職兼業の許可をする際には、教師等の本人の意思を尊重し、

指導を望んでいないにもかかわらず参加を強いられることがないよう十分に確認するとと

もに、勤務校等における業務への影響の有無、教師等の健康への配慮など、学校運営に  

支障がないことの校長の事前確認等も含め、検討して許可する。 

 

ウ 地域のスポーツ・文化芸術団体等は、教師等を指導者として雇用等する際には、居住地

や、異動や退職等があっても当該教師等が当該団体等において指導を継続する意向の有無

等を踏まえて、継続的・安定的に指導者を確保できるよう留意する。その他、兼職兼業に

係る労働時間等の確認等を行うに当たっては、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関する

ガイドライン」も参照し、服務監督教育委員会等及び地域のスポーツ・文化芸術団体等は

連携して、それぞれにおいて勤務時間等の全体管理を行うなど、双方が雇用者等の適切な

労務管理に努める。 

 

参考：文部科学省他「公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について」） 

○地方公務員である公立学校の教師等 

（常勤・非常勤を問わず、事務職員等を含む。以下同じ。）は、 

①当該教師等が希望する場合であって 、 

②地方公務員法第 38 条や教育公務員特例法第 17 条等の規定に基づき 、 

③服務を監督する教育委員会 （以下「服務監督教育委員会」という。）の許可を得た場合 

 には、兼職兼業を行うことが可能です。パートタイム会計年度任用職員は兼職兼業の許可は不要 
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（４）活動内容 

 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、競技・大会志向で特定の種目や分野に継続的

に専念する活動だけではなく、休日や長期休暇中等に開催される体験教室や体験型キャン

プのような活動、レクリエーション的な活動、シーズン制のような複数の種目や分野を  

経験できる活動、障害の有無にかかわらず、誰もが一緒に参加できる活動、アーバンスポ

ーツや、メディア芸術、ユニバーサルスポーツやアート活動等、複数の活動を同時に体験

することを含め、生徒の志向や体力等の状況に適したスポーツ・文化芸術に親しむ機会を、

指導体制に応じて段階的に確保する。 

 

イ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域の実情に応じ、生徒の自主的・自発的な

活動を尊重しつつ、総合型地域スポーツクラブなど他の世代向けに設置されている活動に

生徒が一緒に参画できるようにする。 

 

ウ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域で実施されているスポーツ・文化芸術  

活動の内容等を生徒や保護者に対して周知する。 

 

（５）適切な休養日等の設定 

 

地域クラブ活動に取り組む時間については、競技・大会志向の強いものも含め、生徒の  

志向や体力等の状況に応じて適切な活動時間とする必要がある。地域クラブ活動の運営団体・

実施主体は、生徒の心身の成長に配慮して、健康に生活を送れるよう、「Ⅰ 学校部活動」に

準じ、以下の活動時間を遵守し、休養日を設定する。 

その際、学校部活動と地域クラブ活動が併存することから、生徒の成長や生活全般を見通

し、２（２）②のとおり、運営団体・実施主体と学校を中心とした関係者が連携し、調整を 

図ることが必要である。 

◆ 学校の学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。 

平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下「週休日」という。）は少なくとも１日 

以上を休養日とする。ただし、シーズン期（教育内大会４週間前）の週休日に両日活動する  

場合には、休養日を他の日に振り替える。 

◆ 地域クラブ活動を休日のみ実施する場合は、原則として１日を休養日とし、休日に大会 

参加等で活動した場合は、休養日を他の休日に振り替える。 

◆ 学校の長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な  

休養を取ることができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

◆ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週休日を含む）

は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

◆ 休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、定期

試験前後の一定期間等、各部共通、学校全体、市町村共通の休養日を設けることや、週間、

月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定めることも考えられる。 
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（６）活動場所 

 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、公共のスポーツ・文化施設や、社会教育施設、

地域団体・民間事業者等が有する施設だけではなく、地域の中学校をはじめとして、   

小学校や高等学校、特別支援学校や、廃校施設も活用する。 

 

イ 市町村は、学校施設の管理運営について、指定管理者制度や業務委託等を取り入れ、  

地域クラブ活動を実施する団体等に委託するなど、当該団体等の安定的・継続的な運営を

促進する。 

 

ウ 営利を目的とした学校施設の利用を一律に認めない規則の制定や運用を行っている  

市町村においては、地域クラブ活動を行おうとする民間事業者等が、学校施設の利用が  

可能となるよう改善を行う。 

 

エ 市町村は、地域クラブ活動を行う団体等に対して学校施設、社会教育施設や文化施設等

について低廉な利用料を認めるなど、負担軽減や利用しやすい環境づくりを行う。 

 

オ 市町村及び学校は、学校の負担なく学校施設の円滑な利用を進めるため、学校、行政、

関係団体による前記２（２）②の協議会等を通じて、前記イからエまでを踏まえた地域  

クラブ活動の際の利用ルール等を策定する。 

 

カ 前記アからオまでについては、市町村の実務担当者向けの「学校体育施設の有効活用に  

関する手引き」（令和２年３月スポーツ庁策定）や「地域での文化活動を推進するための  

『学校施設開放の方針』について」（令和３年１月文化庁策定）も参考に取り組む。 

 

 

（７）会費の適切な設定と保護者等の負担軽減 

 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、生徒や保護者、地域住民等の理解を得つつ、

活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設定する。 

 

イ 市町村は、地域クラブ活動に係る施設使用料を低廉な額としたり、送迎面の配慮を行っ

たりするなどの支援を行うとともに、経済的に困窮する家庭の生徒の地域クラブ活動への

参加費用の支援等の取組を進める。 

 

ウ 市町村は、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が、地元の企業等の協力を得て、企業

等が有する施設の利用や設備・用具・楽器の寄附等の支援を受けられる体制の整備や、  

家庭の参加費用の負担軽減に資する取組等を推進する。その際、企業からの寄附等を活用

した基金の創設や、企業版ふるさと納税の活用等も考えられる。 
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エ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、「スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポー

ツ団体向け＞」に準拠し、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営に透明性を確保する

ため、関係者に対する情報開示を適切に行う。 

 

 

（８）保険の加入 

※地域クラブ活動については、学校管理下外の活動であるため独立行政法人日本スポーツ

振興センターの災害共済給付制度の対象外 

 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、指導者や参加する生徒等に対して、自身の  

怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入するよう促す。 

 

イ 各競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等は、分野・

競技特性やこれまでの活動状況・怪我や事故の発生状況等を踏まえ適切な補償内容・保険

料である保険を選定し、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が各競技団体又は生徒の  

スポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体等に加盟するに当たって、指導者や  

参加者等に対して指定する保険加入を義務付けるなど、怪我や事故が生じても適切な補償

が受けられるようにする。 

 

 

 ３ 学校との連携等 

 

ア 地域クラブ活動は、青少年のスポーツ・文化芸術活動が有する教育的意義のみならず、

集団の中で仲間と切磋琢磨することや、学校の授業とは違った場所で生徒が活躍すること

など、生徒の望ましい成長を保障していく観点から、教育的意義を持ちうるものである。 

学校部活動の教育的意義や役割を継承・発展させ、地域での多様な体験や様々な世代と

の豊かな交流等を通じた学びなどの新しい価値が創出されるよう、学校・家庭・地域の相

互の連携・協働の下、スポーツ・文化芸術活動による教育的機能を一層高めていくことが

大切である。 

 

イ 地域クラブ活動と学校部活動との間では、運営団体・実施主体や指導者が異なるため、

２（２）②で述べた協議会等の場を活用し、地域クラブ活動と学校部活動との間で、活動

方針や活動状況、スケジュール等の共通理解を図るとともに、関係者が日々の生徒の活動

状況に関する情報共有等を綿密に行い、学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長を 

保障する。その際、兼職兼業により指導に携わる教師の知見も活用する。 

 

ウ 市町村は、地域クラブ活動が前記２に示した内容に沿って適正に行われるよう、地域  

クラブ活動の運営団体・実施主体の取組状況を適宜把握し、必要な指導助言を行う。 

 

エ 市町村（組合）教育委員会及び校長は、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動

の内容等も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じて自分にふさわしい活動

を選べるようにする。 
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Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備 

 

 

１ 新たなスポーツ・文化芸術環境の整備方法 

  

（１）休日の活動の在り方等の検討 

 

ア 地域における新たなスポーツ・文化芸術環境の整備について、まずは、休日における  

地域の環境の整備を着実に進める。その際、休日と平日で指導者が異なる場合には、あら

かじめ指導者等の間で指導方針や生徒の活動状況に関する情報等の共有を行うなど緊密な

連携を図るとともに、生徒や保護者等へ説明を丁寧に行う。 

 

イ 平日における環境整備については、できるところから取り組むことが考えられ、地域の

実情に応じた休日における取組の進捗状況等を検証し、更なる改革を推進する。 

 

ウ 地域の実情等によっては、平日と休日を一体として取り組むことや、平日から先に取り

組むこともあり得るため、どのような進め方が当該地域の実情等に照らしてふさわしいか

については、各地域における関係者間で丁寧に調整をした上で方針を決定する。 

  

（２）検討体制の整備 

 

ア 市町村は、首長部局や教育委員会の中の地域スポーツ・文化振興担当部署や社会教育・

生涯学習担当部署、学校の設置・管理運営を担う担当部署、地域スポーツ・文化芸術団体、

学校、保護者等の関係者からなる協議会等を設置し、アンケートなどを通じて生徒のニー

ズを適宜把握しつつ、新たなスポーツ・文化芸術環境の整備方法等を検討し、実行する。

また、協議会等における検討状況等については、随時ホームページ等で公開する。 

 

イ 市町村は、今後は地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を進める観点から、学校の設置・

管理運営を担う担当部署との緊密な連携・協力に基づき、地域スポーツ・文化振興担当部

署や生涯学習・社会教育担当部署が中心となって取り組むことが考えられる。その際、  

健康増進や社会福祉・医療、まちづくりの担当部署等の他、地域スポーツ・文化芸術    

学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行といった新たなスポーツ・文化芸術 

環境の整備を進めるに当たっては、多くの関係者が連携・協働して段階的・計画的に取り

組む必要があり、ここでは、地域の実情に応じた生徒のスポーツ・文化芸術活動の最適化

に資するよう、その進め方や検討体制、スケジュール等について示す。各市町村等におい

ては、地域の実情に応じ、関係者の共通理解の下、できるところから取組を進めていくこ

とが望ましい。  
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コミッションや地域おこし協力隊等との連携も考えられる。また、スポーツ推進委員が  

市町村と地域のスポーツ団体等との連絡調整を担うことも期待される。 

 

ウ 市町村の体育・スポーツ協会や文化振興財団・文化協会などの団体は、地域の各スポー

ツ・文化芸術団体等の取組の助言・支援を行う。 

 

エ 県及び市町村の競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体

等は、中央競技団体等の支援や助言を受けつつ、各競技種目の指導者の養成・派遣や活動

プログラムの提供などにより、地域スポーツ・文化芸術環境の整備に参画する。 

 

オ 学校は、生徒の教育や健全育成に関する専門性と実績を生かし、地域スポーツ・文化  

芸術環境の整備に関して、県及び市町村の関係部署や地域におけるスポーツ・文化芸術  

団体等と協力・協働する。 

  

（３）段階的な体制の整備 

 

学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備に当たっては、地域

の実情に応じたスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、生徒の体験格差を解消する観点

から、例えば、以下のような体制の整備を段階的に進めることが考えられる。 

 

① 市町村が運営団体となり、あるいは市町村が中心となって社団法人や NPO 法人等の

運営団体を設立して、スポーツ・文化芸術団体、大学、民間事業者、地域学校協働本部

等と連携して、学校施設を活用して行われる活動に、指導者を派遣する体制。 

 

② 総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、クラブチーム、プロチーム、フィッ

トネスジム、民間事業者、大学や、地域の体育・スポーツ協会、競技団体、文化芸術団

体など多様な運営団体・実施主体が、社会体育・教育施設や文化施設、自らの保有す

る施設を活用して、多様な活動に親しむ機会を確保し、中学校等の生徒が参加する  

体制。 

  

※  なお、直ちに前記①②のような体制を整備することが困難な場合には、当面、 

学校部活動の地域連携として、必要に応じて拠点校方式による合同部活動も導入

しながら、学校設置者や学校が、学校運営協議会等の仕組みも活用しつつ地域の 

協力を得て、部活動指導員や外部指導者を適切に配置し、生徒の活動環境を確保 

することが考えられる。 
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２ 休日の学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行の段階的推進 

 

ア 休日における学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行について、国は、令和  

５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間と位置付けている。市町村は、地域  

スポーツ・文化芸術環境整備のための取組を重点的に行っていくため、後記３の推進計画

の策定等により、休日の学校部活動の段階的な地域連携・地域移行を進める。その際、   

例えば中山間地域をはじめ、市町村等によっては合意形成や条件整備等のため時間を要す

る場合も考えられることから、地域の実情等に応じて可能な限り早期の実現を目指す。 

 

イ 市町村は、改革推進期間終了後において、学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への

移行に向けた環境整備に係る進捗状況等を評価・分析し、継続して地域のスポーツ・文化

芸術環境の充実に取り組む。 

 

 

３ 市町村における総合的・計画的な取組 

 

ア 市町村は、前記２を踏まえ、例えば推進計画の策定等により、地域のスポーツ・文化   

芸術団体、学校、保護者等の関係者に対し、取組の背景や地域におけるスポーツ・文化   

芸術環境の方針、具体的な取組の内容、生徒自身や地域社会に対し見込まれる効果、   

スケジュール等について分かりやすく周知し、理解と協力を得られるよう取り組む。 

 

イ 県が策定した「やまなし地域クラブ活動の体制整備に関する手引き」を参照し、市町村

の地域クラブ活動体制整備に向けた取組とその手順、制度設計の具体的なイメージを確認

しながら総合的・計画的に取組を進めていく。 
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【参考】やまなし地域クラブ活動の体制整備に関する手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 市町村における地域クラブ活動の体制整備に向けた取組とその手順、制度設計の

具体的なイメージ 

 

１ 市町村の地域クラブ活動の体制整備 

に向けた取組 

  (1) コーディネーターの配置 

(2) 協議会等の設置・運営 

  (3)  運営体制の構築 

  (4)  指導者の確保 

  (5) 活動場所の確保及び管理運営 

  (6) 保護者等負担の軽減 

 (7)  保険の加入 

  

 

２ 体制整備の具体的なイメージ 

(1) 運営団体・実施主体の業務 

(2) 指導者等の確保 

 (3)  運営方針等の決定 

     ① ニーズの把握 

     ② 運営に係る地域協議会の実施 

     ③ ビジョンの策定 

     ④  活動の名称と目的の設定 

     ⑤ 活動する種目等の決定 

     ⑥  活動回数、活動時間等の決定 

     ⑦ 費用負担の検討、財源確保 

     ⑧ 保険の加入 

     ⑨ 活動開始時期の決定 

     ⑩ 実施要項の作成 

  (4) 市町村への地域クラブ活動登録申請 
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Ⅳ 大会等の在り方の見直し 

 

 

１ 生徒の大会等の参加機会の確保 

 

ア 中学校等の生徒を対象とする大会等の主催者は、生徒の参加機会の確保の観点から、  

大会参加資格を学校単位に限定することなく、地域の実情に応じ、地域クラブ活動や複数

校合同チームの会員等も参加できるよう、県大会、地区大会及び市町村大会において見直

しを行う。 

 

イ 市町村は、大会等に対する支援の在り方を見直し、地域クラブ活動等も参加できる大会

等に対して、補助金や後援名義、学校や公共の体育・スポーツ施設、文化施設の貸与等の

支援を行う。 

 

ウ 大会等の主催者は、移行期において学校部活動と地域クラブ活動の両方が存在する状況

において、公平・公正な大会参加機会を確保できるよう、複数校合同チームの取扱いも  

含め、参加登録の在り方を決定する。 

 

 

２ 大会等への参加の引率や運営に係る体制の整備 

  

（１）大会等への参加の引率 

 

【学校部活動】  

 

大会等の主催者は、学校部活動における大会等の引率は原則として部活動指導員が単独

で担うことや、外部指導者や地域のボランティア等の協力を得るなどして、生徒の安全確保

等に留意しつつ、できるだけ教師が引率しない体制を整える旨を、大会等の規定として整備

し、運用する。 

 

【地域クラブ活動】  

 

地域クラブ活動における大会等の引率は、実施主体の指導者等が行うこととし、大会等の

主催者はその旨を大会等の規定として整備し、運用する。 

 新たな地域クラブ活動を実施するに当たっては、活動の成果発表の場である大会やコン

クール等において、学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活動の参加者のニーズ等

に応じて、持続可能な運営がされることが必要である。ここでは、地域クラブ活動の実施

に伴いあるべき大会等の在り方について示す。 
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（２）大会運営への従事 

 

ア 大会等の主催者は、自らの団体等に所属する職員に大会運営を担わせ、人員が足りない

場合は、大会主催者が大会開催に係る経費を用いてスポーツ・文化芸術団体等に外部委託

をするなど、適切な体制を整える。 

 

イ 大会等の主催者は、大会等に参加する学校や地域クラブ活動の実施主体等に対して、  

審判員等として大会運営への参画を出場要件として求める場合は、参画することに同意 

する部活動顧問や地域クラブ活動の指導者に対して、大会等の主催者のスタッフとなるこ

とを委嘱し、主催者の一員として大会等に従事することを明確にする。 

 

ウ 市町村（組合）教育委員会や校長は、大会運営に従事する教師等の服務上の扱いの明確

化や兼職兼業の許可について、適切な服務監督を行う。地域クラブ活動の運営団体・実施

主体は、当該団体等の規定等に基づき、必要に応じて大会運営に従事する指導者の兼職  

兼業等の適切な勤務管理を行う。 

 

エ 市町村（組合）教育委員会や校長は、スポーツ・文化芸術団体の役員等として日頃から

当該団体等の活動に従事している教師等を含め、教師等が実費弁済の範囲を超えて報酬を

得て大会運営に従事することを希望する場合は、兼職兼業の許可を含めた適切な勤務管理

を行う。この際、学校における業務への影響の有無、教師等の健康への配慮から、学校で

の職務負担や大会運営に従事する日数等を確認した上で、兼職兼業等の許可の判断を行う。 

 

 

３ 生徒の安全確保  

 

ア 大会等の主催者は、参加する生徒の健康と安全を守るため、特に、夏季に開催する大会

等については、次のことに留意する。 

・屋外種目・・・大会等の開催が可能な環境基準（気温や湿度、暑さ指数（WBGT） 等の

客観的な数値）を満たす会場の確保 

・屋内種目・・・空調設備の整った施設や、大会等の開催が可能な環境基準（気温や   

湿度、暑さ指数（WBGT） 等の客観的な数値）を満たす会場の確保 

なお、大会等の開催に当たっては、可能な限り、環境基準（気温や湿度、暑さ指数（WBGT） 

等の客観的な数値）を満たす時間帯に実施できるよう調整・工夫に努めることとし、上記

のような条件が整わない場合には夏の時期を避ける。 

 

イ 大会等の主催者は、夏季以外の季節であっても気温や湿度の高い日が少なくないことか

ら、各種目・部門の特性等を踏まえ、中学校等の生徒向けの大会等の開催が可能な環境  

基準（気温や湿度、暑さ指数（WBGT） 等の客観的な数値）を示す。 
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ウ 大会等の主催者は、天候不順等により大会日程が過密になった場合は、大会等を最後ま

で実施することのみを重視することなく、試合数の調整や、途中で大会等を打ち切るなど、

生徒の体調管理を最優先に対応する。 

 

 

４ 大会等の在り方 

 

ア 大会等の主催者は、発育・発達期にある生徒にとっての県大会及び支部大会等の意義を、

本ガイドラインの趣旨を踏まえて改めて検討し、意義が認められる場合にはそれを踏まえ

て、生徒にとってふさわしい県大会及び支部大会等の在り方や、適切な大会等の運営体制

等に見直す。 

 

イ 大会等の主催者は、県大会及び支部大会等の開催回数について、生徒や保護者等の心身

の負担が過重にならないようにするとともに、学校生活との適切な両立を前提として、  

種目・部門・分野ごとに適正な回数に精選する。 

 

ウ 山梨県小中学校体育連盟（以下「県小中体連」という。）及び支部の小中学校体育連盟  

（以下「支部の小中体連」という。）並びに市町村（組合）教育委員会は、前記Ⅱ２（２）

②の協議会等の場を活用し、中学校の生徒が参加する大会等の全体像を把握し、週末等に

開催される様々な大会等に参加することが、生徒や指導者の過度の負担とならないよう、  

大会等の統廃合等を主催者に要請するとともに、中学校の生徒が参加する大会数の上限の

目安等を定める。 

 

エ 校長や地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、県小中体連及び支部の小中体連並びに

学校の設置者が定める前記の目安等を踏まえ、生徒の教育上の意義や、生徒や指導者の  

負担が過度とならないことを考慮して、参加する大会等を精査する。 

 

オ 大会等の主催者は、スポーツ・文化芸術に親しむことや生徒間の交流を主目的とした大

会や、高い水準の技能や記録に挑む生徒が競い合うことを主目的とした大会などの多様な

大会を開催する。その際、誰もが参加機会を得られるよう、リーグ戦の導入や、能力別に

リーグを分けるなどの工夫をする。 

 

カ スポーツ協会やスポーツ団体、文化芸術団体は、例えば、大会等の開催と併せて生徒等

向けの体験会を実施するなど、自分なりのペースでスポーツ・文化芸術に親しみたい生徒

や、複数の運動種目等を経験したい生徒等のニーズに対応した機会を設ける。 

 

キ 特別支援学校等の大会等については、特別支援学校等に在籍する生徒のスポーツ・文化

芸術への参画を促進する観点から、関係者が連携して、本ガイドラインの趣旨を踏まえ、

大会等の整備を進める。その際、学校における働き方改革の動向に十分留意する。 
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【資料】学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン 

    の概要等 
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（参考：スポーツ庁・文化庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」参考資料） 

 

 

 

「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する 
総合的なガイドライン」 スポーツ庁・文化庁（令和４年 12月） 

 
https://www.mext.go.jp/sports/content/20230216-spt_oripara-000012934_2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20230216-spt_oripara-000012934_2.pdf
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やまなし地域クラブ活動の 

体制整備に関する手引き 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

山  梨  県 

山梨県教育委員会 
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第１章 県の地域クラブ活動の考え方 
 

１ 学校部活動と地域クラブ活動 

 

○ 学校の部活動では支えきれなくなっている中学生等のスポーツ・文化芸術環境について、

今後は学校単位（学校部活動）から地域単位（地域クラブ活動）に積極的に変えていくこ

とにより、将来にわたり山梨県の子供たちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことが

できるよう環境を整備する必要があります。「学校部活動」と「地域クラブ活動」との区分

は、次のとおりです。 

 

 

「学校部活動」と「地域クラブ活動」との区分 

 

 

区分 学校部活動 地域クラブ活動 

運営団体 学校 
総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、民間

クラブ 、文化芸術団体等 

関係法令等 中学校学習指導要領 社会教育法 

対象 自校生徒（合同チーム・拠点校も可） 原則として地域の児童・生徒 

主な指導者 
教師、部活動指導員 

(学校が正式に委嘱した外部指導者) 

地域スポーツ・文化芸術指導者、保護者、部活動指

導員、外部指導者、退職教師、兼職兼業の教師等 

活動日 部活動方針に則った活動日 
休日※平日も可であるが、 部活動方針に則った活

動日となるように配慮 

活動場所 学校等 学校、地域の公共施設、クラブの施設等 

活動時間 平日２ｈ程度、 休日３ｈ程度  左記に同じ 

運営費 部活動費、保護者会費等 受益者負担、行政の補助等 

保険 日本スポーツ振興センター災害共済給付 
運営団体・実施主体でスポーツ安全保険等に加入 

※災害共済給付と同等の補償内容が望ましい 

責任の所在 学校（学校の管理下） 運営団体・実施主体（学校の管理下外） 

参加可能な 

大会等 

小中体連主催大会 

その他大会 

（協会・連盟主催の大会やコンクール等） 

小中体連主催大会 

学校単位以外も出場可能とする大会やコンクール 

指導者の 

報酬等 

教師：教員特殊業務手当 

部活動指導員：設置者による報酬 

外部指導者：市町村・学校の規定による報酬 

運営団体・実施主体による報酬 

指導者の 

条件等 

教師：教員免許 

部活動指導員：設置者が任用 

外部指導者：学校等の規定 

運営団体・実施主体が決定 

（スポーツクラブにおいては、日本スポーツ協会等の公認

スポーツ指導者資格等を所持していることが望ましい） 
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２ 地域移行後の活動機会 

 

○ 休日に学校での運動部活動が行われなくなった際に想定される中学生のスポーツ活動の 

機会は、次のとおりです。 

活動の種類（運営団体・実施主体） 活動の目的 予想されるメリット・デメリット

①民間のクラブチーム
（ヴァンフォーレ甲府など）

◇選手コース
◇トップチーム

競技力向上

【メリット】
プロ指導者による専門的指導の下での競技力向上

【デメリット】
・経済的負担大
・時間的負担大
・地域間格差大◇普及クラス 運動機会の確保

②地域のクラブチーム
（スポ少、市町村スポーツ協会、ＮＰＯ、町道場など）

競技力向上
＞運動機会確保

【メリット】
地域での活動のため移動等の負担が比較的少ない

【デメリット】
ニーズに応える活動がない可能性

③競技団体主催の活動

◇国スポ大会強化
◇年代別強化

競技力向上

【メリット】
学校部活動から独立した強化活動が可能

【デメリット】
移動手段の確保が困難

◇普及 人材発掘
＞競技力向上

【メリット】
中体連競技（種目）以外の普及が可能

【デメリット】
移動手段の確保が困難

④学校以外の団体が運営し教育委員会が運営方針の
決定等に関わる地域スポーツクラブ活動

市町村教育委員会が中心に、運営主体・実施主体
（総合型地域ＳＣ、スポ少、市町村スポーツ協会等）
と連携した制度設計。教師等の兼職兼業による指導可。

運動機会確保
＞競技力向上

・令和３～４年度の２年間、南アルプス市で実施し
た休日部活動の地域移行へ向けた実践研究事業

・令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
甲府市・南アルプス市・山梨市・甲州市・
都留市・昭和町

等により、検証中。

 
 

 

地域移行後の活動機会 ～想定される中学生のスポーツ活動の機会～ 

 
① 民間のクラブチームの活動は、例えばサッカーでは、ヴァンフォーレ甲府等のクラブチー

ム、水泳ではスイミングクラブの「選手コース」に代表される、高度に競技力向上を目指す

活動の他、「育成コース」や「フィットネスジム」等での活動も含まれます。 

 

② 地域のクラブチームの活動は、例えばスポーツ少年団や市町村の競技団体主催の練習会、

道場での活動などがあります。 

 

③ 競技団体主催の活動は、国スポ強化や年代別強化などの競技力向上を目指す活動と、人材

発掘や競技人口拡大のための普及活動があります。 

 

④ 教育委員会が地域のスポーツ団体や民間事業者等と連携しながら、運営団体・実施主体を

設立・運営します。そして、その運営方法等の検討や決定には、教育委員会や学校が携わり

ます。教師等の兼職兼業による指導が可能な地域スポーツクラブ活動があります。 

 

 

◎  地域文化クラブ活動についても、上記④の地域スポーツクラブ活動の活動機会の考え方

と同様となります。 
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○ 地域クラブ活動は、学校の教育活動から切り離された地域の活動であることから、学習

指導要領で示された、学校教育の一環としての部活動とは異なるものと理解する必要があ

ります。 

○ 平日の学校部活動と休日の地域クラブ活動の連携により、生徒の望ましい成長を保障で

きるよう、学校部活動の教育的意義や役割について、地域クラブ活動においても継承・  

発展させる必要があります。 

○ 生徒は、それぞれの地域で提供される活動機会の中から、自身のニーズに応じた活動を

選択できることになり、複数の活動を兼ねることも可能となります。 
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第２章 県のスケジュール 
 

１ 県のスケジュール 

 

○ 国が、改革推進期間とする令和５年度から令和７年度末の県における取組のスケジュー

ルは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和5年度 令和6年度 令和7年度

・推進連絡会の設置

・推進連絡会の開催、

　検討

・県総括コーディネー

　ターの配置

・事例の提供

・市町村の運営団体、

　実施主体構築への助言

・財源確保等の助言

・広報、啓発

・市町村担当者会の

　開催

・市町村の取組状況の把

　握及び指導助言、支援

・アンケート調査の実施

　と情報共有

・広報、啓発

・事例の提供

・人材バンクの整備

・財源確保等の助言

・事例の提供

・県立運動施設の活用の

　検討

・財源確保等の助言

・事例の提供

・財源確保等の助言

・広報、啓発

・広報、啓発

・大会主催者への要請

・支援の在り方の見直し

(1)検討体制の整備

(2)段階的な体制の整備

(4)指導者の確保

(3)取組の促進

(5)活動場所の確保

(6)費用負担の軽減

(7)地域クラブ活動についての理解の促進

(8)大会等の在り方についての協議
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第３章 市町村の地域クラブ活動の体制整備に向けた取組とその手順、

制度設計の具体的なイメージ 
 

 

 

 

１ 市町村の地域クラブ活動の体制整備に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）コーディネーターの配置 

 

（２）協議会等の設置・運営 

 

（３）運営体制の構築 

 

（４）指導者の確保 

 

（５）活動場所の確保及び管理運営 

 

（６）保護者等負担の軽減 

 

（７）保険の加入 

休日部活動の地域移行「改革推進期間」における

市町村の地域クラブ活動体制整備ロードマップ（イメージ）

STEP
03

STEP
02

STEP
01

協議会等の設置・運営

・コーディネーターの人選
・検討会や準備会の設置・開催
・協議会等の設置・運営
・スポーツ及び文化関係団体、学
校等への訪問、周知

運営体制の構築

・子どものニーズ把握
・指導人材の把握（教師等の
兼職兼業も含む）

・活動施設の把握（学校施設も
含む）

・運営団体・実施主体の検討、
決定

・運営方針等の検討、決定

段階的移行の推進

・試行的な取組から、活動・
指導者・参加者のマネジメ
ントの改善
・各種財源確保のための体制
づくり

・参加者及び保護者満足度を
高める工夫（アンケート実
施など）

令和８年度以降
地域の実状に応じて、環境整備に係る進捗
状況を評価・分析し、継続して地域のス
ポーツ・文化芸術環境の充実に取り組む。
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（１）コーディネーターの配置 

 

○ 地域クラブ活動の検討を進めていくため、首長部局や教育委員会の中の地域スポーツ・  

文化芸術担当部署や社会教育・生涯学習担当部署、学校の設置・管理運営を担う部署、   

地域スポーツ団体、学校、保護者等の関係者等の調整をはかるためのコーディネーターの

人選、配置が必要となります。 

○ コーディネーターの人選については、市町村の職員以外が望ましいです。その際、地域

のスポーツ推進委員協議会、スポーツ協会、スポーツ指導者協議会等、公的なスポーツ  

団体や文化芸術団体から推薦された者や退職した教師等、地域の状況をよく知る関係者か

ら人選し、配置することになります。 

○ コーディネーターの謝金や旅費等は、市町村負担が原則です。（国の補助金等がある場合

は、その補助金を使用することもできます。） 

 

 

【参考】地域移行に係るコーディネーターの役割（例） 

 

 

① 担当地域における各学校との連携と部活動の状況把握 

② 担当地域における受け皿となる地域クラブ指導者の把握 

③ 受け皿となる地域クラブがない場合、新たな運営団体・実施主体の設立や指導者

確保のサポート、代表・役員の決定、規約の設定 等 

④ 当該地域の受け皿となるクラブがない場合、近隣市町村のクラブとの連携 

⑤ 各学校の各部活動の移行の調整 

⑥ 各地域クラブの活動場所の調整 

⑦ 各地域クラブ活動場所への移動手段（スクールバス等）の調整 

⑧ 各市町村協議会の企画・運営 

⑨ 各地域クラブの活動計画・活動実績の把握 （県のガイドラインに準拠） 

⑩ 次年度に向けた課題の整理、解決策の立案 

 



p. 39 

 

【参考】地域クラブ活動における事業スキーム（イメージ） 

 

 

 

（２）協議会等の設置・運営 

 

○ 地域クラブ活動の検討を進めていくため、首長部局や教育委員会の中の地域スポーツ・

文化芸術担当部署や社会教育・生涯学習担当部署、学校の設置・管理運営を担う部署、   

地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関係者からなる協議会等を設置しアンケ

ートなどを通じて生徒のニーズを適宜把握しつつ、新たな地域スポーツ・文化芸術環境の

整備方法等を検討します。 

○ 今後は、地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を進める観点から、学校の設置・管理運

営を担う部署との緊密な連携･協力に基づき、地域スポーツ・文化芸術担当部署や生涯学習・

社会教育担当部署が中心となって取り組むことが考えられます。 

○ その際、健康増進や社会福祉・医療、まちづくりの担当部署等の他、地域のコミッショ

ンや地域おこし協力隊等との連携も考えられます。 

 

 

 

 

 

  

◎地域スポーツクラブ／文化クラブ活動の運営団体・実施主体と中学校との
連絡調整・安全管理、指導者の派遣管理等を行う

○人材バンクとの連絡調整 ○各市町村との連絡調整と指導助言
○県推進連絡会の開催と運営 ○活動視察及び指導助言
○市町村総括コーディネーターとの連携と指導助言

支援

委嘱・任用

ス
ポ
ー
ツ
庁
・
文
化
庁

教
育
委
員
会

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部

人材バンク

協議会

運営団体
実施主体

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

広域的な人材確保

連携

連携

市
町
村

運営事務局

・指導者の調整
・活動場所の
利用調整

・学校と指導者
との連絡調整

・スケジュール
の管理

連携

総
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

総
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

構
築

公
立
中
学
校

保護者

公認スポーツ・文化指導者

スポーツ推進委員

退職教師

教師等（兼職兼業）

保護者・大学生

地域の団体
地域の指導者

依頼・派遣

地域の指導者

地域の団体

スポーツ協会・芸術文化協会

依頼・派遣

指導者
派遣依頼

連携

支援

連携

スポーツクラブ・文化クラブ

創設

競技団体・芸術文化団体

総括コーディネーターの主な業務

協議会

地域クラブ活動における事業スキーム（イメージ）
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（３）運営体制の構築 

 

○ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備に当たっては、地域

の実情に応じたスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、生徒の体験格差を解消する観点

から、例えば、次のような体制の整備を段階的に進めることが考えられます。 

 

・ 市町村が運営団体となり、あるいは市町村が中心となって社団法人や NPO 法人等の 

運営団体を設立して、スポーツ・文化芸術団体、大学、民間事業者、地域学校協働本部

等と連携して、学校施設を活用して行われる活動に、指導者を派遣する体制。 

 

・ 総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、クラブチーム、プロチーム、フィット

ネスジム、民間事業者、大学や、地域の体育・スポーツ協会、競技団体、文化芸術団体な

ど、多様な運営団体・実施主体が、社会体育・教育施設や文化施設、自らの保有する   

施設を活用して、多様な活動に親しむ機会を確保し、中学生等が参加する体制。 

 

○ 単独の市町村で体制整備が困難な場合には、近隣の市町村と連携することも考えられま

す。 

○ なお、直ちに上記のような体制を整備することが困難な場合には、当面、学校部活動の

地域連携として、必要に応じて拠点校方式による合同部活動も導入しながら、学校設置者

や学校が、学校運営協議会等の仕組みも活用しつつ地域の協力を得て、部活動指導員や  

外部指導者を適切に配置し、生徒の活動環境を確保することが考えられます。 

○ 以下は、国のガイドラインで示された運営体制等の一例です。 
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（４）指導者の確保 

 

○ 地域の人材、退職教師、教師等の兼職兼業、企業関係者、競技・活動経験のある大学生・

高校生や保護者等、様々な関係者から指導者を確保できるような仕組みづくりを構築しま

す。 

○ また、地域での指導を希望する公立学校の教師等が兼職兼業の許可を得て、地域団体の

業務に従事できるよう、兼職兼業の運用に係る考え方を整理します。 

○ 兼職兼業の許可をする際には、教師等の本人の意思を十分に確認、尊重するとともに、

勤務校等における業務への影響の有無、教師等の健康への配慮など、学校運営に支障が  

ないことも勘案して許可することが大切です。 

○ なお、希望する指導者が確保できない場合は、県教委が整備する新たな人材バンクを  

活用します。 

○ 以下は、地域スポーツクラブ活動における指導者確保のスキームイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支
援

・広域的な人材バンクを設置
・実技指導等を行う指導者を配置

新たな人材バンクの構築

地域スポーツクラブ活動における指導者確保のスキーム（イメージ）

・運動部部活動の地域移行に
向けた支援
・中学校における部活動指導員
の配置支援

スポーツ庁

支
援

・協議会の設置
・地域人材の確保
・教師等の兼職兼業の許可

市町村

広域的な人材確保

・専門的な知識や技量、指導経験
・地域でのスポーツ指導を強く希望
・継続的・安定的に指導者を確保

・教師に代わる指導や大会引率
・生徒のニーズを踏まえた充実した活動

指導者研修会
の開催

部活動指導員配置支援事業 公立学校の教師等の兼職兼業スポーツ協会

スポーツクラブ

競技団体

地域の団体

等

公認スポーツ指導者

スポーツ推進委員

退職教師

教師（兼職兼業）

地域の指導者

等

県

公立中学校
教師等の兼職兼業の許可

連
携

依
頼
・
派
遣

・地域人材の確保
・教師等の兼職兼業の許可

運営団体
連携

連携

依頼・派遣

連
携

連
携

連
携

保
護
者

総括コーデｨネーター

コーデｨネーター

協議会の設置

総括コーデｨネーター
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（５）活動場所の確保及び管理運営 

 

○ 地域クラブ活動の活動場所としては、公共のスポーツ・文化施設や、社会教育施設、   

地域団体・民間事業者等が有する施設のほか、地域の中学校をはじめとして、小学校や  

高等学校、特別支援学校や、廃校施設も活用することが考えられます。 

○ 学校運動施設の管理運営に、指定管理者制度や業務委託等を取り入れ、地域クラブ活動

の運営団体に委託するなど、当該団体等の安定的・継続的な運営を促進すること、営利を

目的とした学校施設の利用を一律に認めない規則の制定や運用を行っている場合には、 

地域クラブ活動を行おうとする民間事業者等が、学校施設の利用が可能となるよう改善を

行うこと、地域クラブ活動の運営団体・実施主体等に対して学校施設、社会教育施設や  

文化施設等について低廉な利用料を認めることなどが望まれています。 

○ また、学校の負担なく学校運動施設の円滑な利用を進めるため、地域クラブ活動の在り

方を検討する協議会等で、地域クラブ活動の際の利用ルール等を策定することも大切です。 

○ なお、スポーツ・文化施設の確保に向けて取り組む際には、「学校体育施設の有効活用に

関する手引き」（令和２年３月スポーツ庁策定）や「地域での文化活動を推進するための 

『学校施設開放の方針』について」（令和３年１月文化庁策定）を参考に取り組みます。 

 

 

（６）保護者等の負担軽減 

 

○ 地域クラブ活動に参加する場合の費用が、保護者にとって大きな負担となるような額と

なると、生徒が地域クラブ活動に参加することの妨げとなる恐れがあるため、地域クラブ

活動に係る施設使用料を低廉な額としたり、送迎面の配慮を行ったりするなどの支援を 

行うとともに、経済的に困窮する家庭の生徒の地域クラブ活動への参加費用の支援などの

取組を進めます。 

○ また、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が、地元の企業等の協力を得て、企業等が

有する施設の利用や設備・用具・楽器の寄附や貸与などの支援を受けられる体制の整備や、 

家庭の参加費用の負担軽減に資する取組等を推進します。 

○ その際、企業からの寄附等を活用した基金の創設や、企業版ふるさと納税の活用等も  

考えられます。 
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（７）保険の加入 

 

○ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、指導者や参加する生徒等に対して、怪我等を

補償する保険や個人賠償責任保険に加入するよう促します。 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】地域クラブ活動への移行に向けた市町村における取組の手順（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域移行の各調整を図るために中心的な役割を果たすコーディネーターの人選、配置を   

行う。  

② 各地域クラブ活動の体制整備について検討する協議会を設置する。  

③ その協議会において、各市町村の地域クラブ活動の体制整備の方向性を検討する。 

④ 各中学校に地域クラブ活動の体制整備の方向性を周知する。  

⑤ 各中学校の各部活動の状況や外部指導者の配置状況、新たに指導者として委嘱可能な 

人材や受け皿となり得る団体の把握を行う。 

⑥ 各中学校は地域移行をイメージするために、受け皿となり得る団体や生徒・保護者の意向

を確認し、移行が可能・不可能(部員不足・指導者不足・受け皿団体がない等)な部活動に

ついて、 市町村に報告する。  

⑦ 各中学校の報告を踏まえ、市町村内の複数校合同で新たな運営団体・実施主体を設立す

る必要性等を検討するなど、部活動の地域移行の調整を図る。  

⑧ 地域移行に伴う支援策（施設使用料の減免、スクールバスの運行等）について検討する。  

⑨ 各地域クラブの活動場所について調整を図る。（利用ルールの策定など） 

⑩ 地域クラブ活動指導者・生活困窮者等に対する補助金給付等を検討する。  

⑪ 地域クラブ活動に関する用具や施設等の新規購入及び維持管理等について調整を図る。  

⑫ 休日の地域クラブ活動の指導を希望する教師等に対し、兼職兼業届の提出方法を指導・ 

周知して指導者確保等の体制を整備する。 

（令和６年２月より、県の人材バンクが施行される予定。） 

公益財団法人スポーツ安全協会は、スポーツ庁からの要請を受け、「スポーツ安全保険

（文化芸術活動も含む）」について、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済

給付制度と同程度の補償内容で、かつ賠償責任が補償に含まれるように保険内容の改善

を行っている。 

このような国が推奨している保険制度を活用することが望ましい。 
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２ 体制整備の具体的なイメージ 

 

○ 地域クラブ活動の体制整備には、以下に示すように関係団体等との連携が不可欠です。  

 

 

 

 

（１）運営団体・実施主体の業務 

 

○ 地域クラブ活動の運営団体等は、主に次のページの業務を行うことを想定していますが、

改革推進期間においては、必要に応じ市町村（組合）教育委員会や市町村スポーツ・文化

芸術所管課等が携わることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域クラブ活動における関係団体相関図（イメージ）

山梨県地域クラブ活動推進連絡会

情報共有 課題の洗い出し等

県教育委員会
（保健体育課【運動部】）
（義務教育課【文化部】）

県観光文化・スポーツ部
（スポーツ振興課【運動部】）

（文化振興・文化財課【文化部】）

県スポーツ協会
県芸術文化協会

連携 連携

情
報
提
供
・助
言

実
践
事
例
提
供

意
見
交
換

情
報
提
供
・助
言

連携
・市町村教育委員会

・協議会

スポーツ
所管課

支部小中体連

スポーツ協会

総合型地域
スポーツ
クラブ

NPO団体

市町村の競技団体

民間スポーツクラブ

スポーツ少年団

地域スポーツクラブ活動の運営等に係る検討組織
（市町村教委、スポーツ所管課、学校、保護者、協会等）

県

市町村 実施主体

学校 保護者

市町村の
芸術文化団体

芸術文化
所管課

芸術文化
協会

連携

民間芸術文化
クラブ

運営協力団体（大学・企業チーム等）
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【参考】地域クラブ活動の運営団体・実施主体の業務（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 運営方針、運営方法等の決定 

・ 市町村教育委員会が開催する「地域協議会」との連携 

（移行後は、各市町村の総括コーディネーターが開催することを想定） 

② 活動の周知に係る広報活動 

③ 参加者の募集、受付 

④ 活動のマネジメント 

・ 活動計画の作成 

・ 活動実績報告の作成 

・ 施設の確保 

・ 送迎バスの運行 

・ 大会等の参加手続き 

・ 事故・トラブル発生時の対応 等 

⑤ 指導者のマネジメント 

・ 指導者の確保 

・ 保険の加入 

・ シフトの作成 

・ 従事時間管理 

・ 報酬の支払い 

・ 資質向上研修会の実施 等 

⑥ 参加者のマネジメント 

・ 出欠確認 

・ 参加費の徴収 

・ 安全管理 等 

⑦ 地域、学校、競技団体等との関係団体のコーディネート 

⑧ 参加者及び保護者満足度を高める工夫 

・ アンケートの実施 

・ ＰＤＣＡサイクルによる運営改善 等 
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（２）指導者等の確保 

 

○ 地域クラブ活動を実施するには、スポーツ・文化芸術団体等の関係者との連絡調整を  

行うコーディネーター等多様な人材を確保することが必要です。 

○ 中でも地域クラブ活動の指導は、地域の指導者や退職教師、兼職兼業の手続きを経た  

指導を希望する教師等が担うことになります。 

○ なお、地域クラブ活動の指導者は、当該競技種目の指導力だけでなく、運営団体・実施

主体が定める運営方針に沿って、生徒に適切な指導を行うための資質を備えていることが

必須です。 

○ 一方で、多くの地域において、現段階で十分な指導者を確保することが困難である現状

を踏まえ、地域の実情に応じて、以下のような方策等を検討する必要があります。 

 

 

【参考】地域クラブ活動の指導者確保に向けての業務（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 地域人材の把握 

市町村の競技・文化芸術団体の登録者、スポーツ少年団の指導者、スポーツ推進委員、クラブ

チームの指導者、個人で活動している指導者等をリストアップする。 

② 指導を希望する教師等の把握 

教師へのアンケート調査等により、地域クラブ活動での指導を希望する教師をリストアップ  

する。 

③ 指導人材登録制度の活用 

①②で把握しきれない人材を活用するため、人材登録制度を構築するなどして、適切な広報  

活動により、指導者を確保する。また、県教委が構築する新たな人材バンクを活用する。 

④ 企業・大学との連携 

地域に企業チームがある場合は、連携した指導者確保を行う。大学については、地域の活動で

指導することが、特に教師を志望する学生にとって高いメリットがあることから、大学との連携を 

行うか、大学を通じての求人募集を行う。 

⑤ 民間事業者との連携 

自治体がフィットネスクラブや人材派遣会社等の民間事業者との連携を行い、指導者等の確保

をする。 

⑥ 求人募集 

マスメディアやコミュニティメディア、ハローワーク等での求人募集を行う。 

⑦ 広域での活動の実施（指導者の確保が困難な場合） 

単一の市町村で実施できない競技種目等については、近隣市町村と連携し、活動を広域で 

行うことを検討する。 
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（３）運営方針等の決定 

 

○ 地域クラブ活動における運営方針の決定に際しては、生徒のニーズ、保護者のニーズ、  

地域の実情等を踏まえ、市町村（組合）教育委員会、市町村地域スポーツ・文化芸術所管

課、運営団体、学校、保護者、スポーツ・文化芸術関係者等による「地域クラブ活動協議

会（仮称）」（以下、「地域協議会」という。）において、審議を経る必要があります。 

○ 「地域協議会」は、地域クラブ活動をスタートさせる段階では、市町村（組合）教育委員

会または市町村の地域スポーツ・文化芸術所管課等が主催することが想定されますが、  

移行後のＰＤＣＡサイクルに基づく検証等に係る「地域協議会」は、市町村の総括コーデ

ィネーター等が主催することを想定しています。 

 

① ニーズの把握 

 

○ 「将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会」を

確保するためには、生徒（児童）と保護者のニーズや、学校や地域の意向を把握する必要

があります。 

○ 障害の有無にかかわらず、誰もが一緒に参加できる活動を行うためには、特別支援学校

の生徒（児童）と保護者のニーズの把握も必要です。 

○ また、地域のスポーツ・文化芸術関係者、学校関係者、行政関係者、保護者及び地域住

民が一堂に会す「地域ミーティング」等を開催するなど、様々な立場から意見を集約する

ことも効果的であると考えられます。 

 

② 運営に係る地域協議会の実施 

 

○ 把握したニーズや意向を基に、地域に望ましい新たなスポーツ・文化芸術環境の創設に

向けた「地域協議会」を開催します。 

○ 「地域協議会」には、必要に応じて有識者の参加を求めるなど、客観的な意見を踏まえ、

建設的な協議が行われるようにします。 

○ また、地域クラブ活動は地域移行の一側面であることを踏まえ、既存のクラブチームの

関係者等の参加を求めるなど、地域のスポーツ・文化芸術活動全体について協議が行われ

るようにします。 

○ 地域クラブ活動の運営には保護者の理解が不可欠であることから、市町村ＰＴＡ連合会

等と連携した協議が不可欠です。 

○ また、必要に応じて競技種目別の分科会等を設けるなど、効率的な会議運営体制を構築

する必要があると考えられます。 

 

③ ビジョンの策定 

 

○ 地域における、学校部活動に代わる新たな中学生のスポーツ・文化芸術環境を整備する

際には、現在の学校外のスポーツ・文化芸術環境（クラブチーム、道場、民間クラブ、    
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個人教室等）の全体像を把握し、それらと共存して活動する「地域クラブ活動」の在り方

について検討していきます。 

○ そこでは、地域クラブ活動を通じて中学生をどのような人材に育成していくのか《最終

目標》。 そのために、いつまでにどのような方策 《プロセス》 をとるのかについて協議

し、新たなスポーツ・文化芸術環境についての明確なビジョンをグランドデザインとして

共有することが大切です。 

○ また、地域クラブ活動は、現在の学校部活動とのつながりを意識しながら、市町村   

（組合）教育委員会が運営方針等の策定に関わるため、その活動については、国や県の  

総合的なガイドラインに基づいた「市町村等のガイドライン」を策定し、活動することが

求められます。 

 

④ 活動の名称と目的の設定 

 

○ 学校部活動は、学習指導要領で「学校教育の一環」と示された活動ですが、地域クラブ

活動は、学校管理下外の地域における社会教育活動です。 

○ 地域クラブ活動の名称に「部活動」を残すことで、生徒や保護者が誤った認識をもつ  

可能性があることから、活動の名称を工夫する必要があります。 

○ また、③で策定した地域スポーツ・文化芸術環境のグランドデザインを基に、地域クラ

ブ活動の目的を示します。 

 

⑤ 活動する種目等の決定 

 

○ 地域にある既存の資源（指導者、活動場所等）と①のニーズの把握から得た結果等を  

総合的に勘案し、活動する種目等を決定します。 

○ ニーズはあるものの地域に十分な資源（指導者、活動場所等）がない場合には、近隣市町

村と連携するなど、広域での活動機会の提供を検討します。 

 

⑥ 活動回数、活動時間等の決定 

 

○ 地域が持つ資源（指導者、活動場所等）と ①のニーズの把握から得た結果等を総合的に

勘案し、③で策定したガイドラインに沿った活動回数と時間を決定します。 

○ 回数については、最初は単発的に、１か月に１回程度からはじめ、段階的に回数を増や

していくことも考えられます。  

 

⑦ 費用負担の検討、財源確保 

 

○ 運営費用としては、指導者報酬、保険料（指導者、参加者）、会場使用料、消耗品代    

（ボール等の共用用具等）、会場への移動に係る費用、運営団体等の事務に係る費用等が 

想定されます。 

○ 地域クラブ活動は学校外の活動であるため、上記の運営費用は受益者負担が原則です。 
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○ これまでの学校部活動については、学校教育の一環として無償で提供されていたことか

ら、受益者負担の考え方について、保護者に十分な説明により理解を得る必要があります。 

○ また、負担に応じたサービスの提供を求められることになることから、運営に際しては、

生徒満足度、保護者満足度を高めるための工夫が必要であり、ＰＤＣＡサイクルに基づく

継続的な運営方法等の改善が求められます。 

○ さらに、適正な受益者負担額については、県教委が示すデータを参考にしながら②で  

十分に検討、検証する必要があります。 

○ 一方で、受益者負担が発生することで地域クラブ活動に参加できなくなる生徒が発生す

ることを防ぐ必要があることから、県とともに国の動向を注視し、公的な支援について  

検討する必要があります。 

○ これと並行して、市町村では、活動に対する学校施設の開放や、公共のスポーツ・文化

施設の利用料減免または免除、所有するバスの活用等について検討を進めることも必要で

す。 

○ また、財源の確保には、地元企業からの協賛金やクラウドファンディング等の活用に  

ついても検討することが考えられます。 

 

⑧ 保険の加入 

 

○ 地域クラブ活動については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付 

制度の対象外であるため、安心して地域でスポーツ・文化芸術活動に参加できるよう、  

スポーツ安全保険等に加入する必要があります。 

○ あわせて、自身の怪我だけでなく、他人に怪我をさせてしまう場合等も踏まえて、個人

賠償責任保険への加入も必要になります。 

○ また、指導を受ける生徒だけでなく、指導者についても、指導等の最中に怪我をする  

ことや、指導している生徒に怪我をさせてしまうことなども想定されることから、指導者

も保険に加入する必要があります。 

○ 市町村においては、運営団体や実施主体等に対し保険の加入について、適切に対応する

よう働きかけることが求められます。 

 

⑨ 活動開始時期の決定 

 

○ 休日の部活動から地域クラブ活動に移行することを基本として、令和５年度から令和 

７年度を「改革推進期間」として位置付け体制を整備しながら、地域の実情等に応じて  

可能な限り早期の実現を目指します。 

○ 地域クラブ活動から洗い出された課題について、「地域協議会」等との情報共有より  

ＰＤＣＡサイクルでの運営改善が可能と考えられることから、試行を積み重ねながら  

バージョンアップしていくことが大切です。 

 

⑩ 実施要項の作成 

 
○ ①～⑨までの過程を踏まえ、実施要項を作成します。 
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（４）市町村への地域クラブ活動登録申請 

 

○ 運営団体及び実施主体は、市町村へ地域クラブ活動の登録申請が必要になります。 

○ 市町村は、地域クラブ活動への登録について協議会等を通して審査し、認証することに  

なります。 

○ 市町村に認証されたクラブの活動が「地域クラブ活動」となります。 

○ 市町村に提出する地域クラブ活動登録申請には、以下のような内容や情報が必要になり

ます。 

 

 

【参考】地域クラブ活動登録申請の内容等（例） 

  

 

○  運営団体及び実施主体が、市町村からの指導助言を受け、適正な活動を行っている地域

クラブ活動は、小中体連主催大会（教育内大会）に参加することができます。 

 

 

 

 

 

① 団体名 

② 活動目的の確認 ※別紙での同意書等 

（ガイドライン等の遵守やコンプライアンス等含む） 

③ 種目名 

④ 生徒数 

⑤ 活動場所 

⑥ 活動回数、活動時間 ※年間計画の作成 

⑦ 代表者（年齢、職業、住所、電話番号・メールアドレス 等） 

⑧ 事務担当者（年齢、職業、住所、電話番号・メールアドレス 等） 

⑨ 指導者（年齢、職業、住所、電話番号・メールアドレス、資格の有無、兼職兼業の有無 等） 

 ※指導者が代表や事務担当者を兼ねる場合もある 

⑩ 登録生徒一覧表（氏名、性別、学年、学校名 等） 

⑪ 保険加入の状況（生徒及び指導者等）※原則、全員加入。 

⑫ 指導者の報酬に関すること（規程等） 

⑬ 受益者負担や費用負担に関すること（規程等） 
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【参考】受け皿となる地域クラブの役割（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 運営方針、運営方法等の決定 

市町村の地域クラブ活動に関する考え方、地域クラブ活動方針等を踏まえる 

② 地域クラブの規約等の設定 

「スポーツ団体ガバナンスコードについて」（JSPO）等を参考 

③ 活動場所の申請 

④ 指導者への謝金・旅費の支給 

⑤ 地域クラブ運営に関する会計業務（会費設定・行政との手続き等を含む） 

⑥ 各種保険 （スポ安等 ・登録団体等の事務手続き） 

⑦ 活動のマネジメント 

活動計画の作成、活動実績報告の作成、 参加者・指導者の保険加入 、 

市町村との連携による施設の確保、活動場所の申請、 送迎バスの運行 

大会等参加の手続き、事故・トラブル発生時の対応 等 

⑧ 指導者のマネジメント 

指導者の確保、シフトの作成、指導従事時間の管理、報酬の支払い、 

指導者資格の取得や資質向上のための研修会へ参加の勧奨 等 

⑨ 参加者のマネジメント 

会費の徴収、出欠確認 

⑩ 学校・競技団体等との連携 

指導方針の共有、大会等参加の方針、事故発生時の対応・報告 等 

⑪ 参加者及び保護者の満足度を高める工夫 
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第４章 関係者への周知 

 

１  関係団体、学校への説明・周知 

 

○ 「２ 体制整備の具体的なイメージ」で示したとおり、地域クラブ活動の体制整備には、

関係団体等との連携が不可欠です。 

○ これまで県は、主に県レベルでの関係団体への説明や、市町村（組合）教育委員会担当

者への説明を行ってきましたが、今後は各市町村において、関係団体等との連携に向けた

説明や協議を進めていく必要があります。 

○ また、県が行ったアンケート調査等によると、各学校の教職員まで適切な情報が周知さ

れていない結果があることを踏まえ、準備の進捗状況等については、随時、適切に教師  

一人一人まで届くよう、地域の校長会等を通じ情報を発信することが必要です。 

○ さらに、地域のスポーツ・文化芸術関係者、学校関係者、行政関係者、保護者及び地域

住民が一堂に会す「地域ミーティング」等を開催するなど、それぞれの立場の関係者から

のメッセージを発信することも効果的であると考えられます。 

 

 

２ 保護者、地域への説明・周知 

 

○ 地域クラブ活動については、保護者、地域の関心が非常に高い一方で、必ずしも正しい

情報が伝わっていない実態があること、また受益者負担の活動となることへの理解を得る

必要があることから、保護者、地域に向けて必要な情報を、リーフレットを作成・配布す

るなどして、適切に発信していく必要があります。 

○ 今後県では、引き続き関係者への説明会を開催するとともに、地域クラブ活動に関する

リーフレットを作成し、広く周知する予定としていますが、各市町村においても、準備の

進捗状況等について、市町村小中学校ＰＴＡ連合会等への説明や意見交換を進めていく 

必要があります。 

  

 

３ 生徒への募集案内 

 

○ 運営団体は、第３章・２（１）運営団体・実施主体の業務の中の、運営方針や運営方法等

により、募集案内を出します。 

○ 生徒は地域移行後に、どの活動に参加するか、またはいずれの活動にも参加しないか  

自由に選択できるようにするべきであり、また、平日の活動に参加していない生徒も積極

的に参加できるよう募集を行う必要があります。 
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第５章 教師等の兼職兼業への対応 

 

○ スポーツ庁及び文化庁等は、令和５年１月 30 日付け「公立学校の教師等が地域クラブ 

活動に従事する場合の兼職兼業について」（以下、「手引き」という。）」を、各県・政令指定

都市教育委員会あてに発出しました。 

 

○ 以下は、手引きの内容を一部抜粋したものです。 

 

・ 地方公務員である公立学校の教師等（常勤・非常勤を問わず、事務職員等を含む。   

以下同じ。）は、 

 

   ①当該教師等が希望する場合であって 、 

   ②地方公務員法第 38条や教育公務員特例法第 17条等の規定に基づき 、 

   ③服務を監督する教育委員会（以下「服務監督教育委員会」という。）の許可を得た場合

には、兼職兼業を行うことが可能です。  

※パートタイム会計年度任用職員は兼職兼業の許可は不要。 

 

・ 地域クラブ活動への従事を希望する教師等については、学校以外の主体である地域 

団体の業務に報酬を受けて従事することとなるため、一般的な手続きとして、兼職兼業

希望先からの依頼状等を基に上司である校長等へ相談・了承の上、服務監督教育委員会

の兼職兼業の許可を得て、地域団体の業務に従事することとなります。 

 

・ 地域クラブ活動への従事を希望する教師等の兼職兼業の手続きが円滑に行われるよう、

服務監督教育委員会内の教職員の服務を監督する部署は 、必要な関係規程・運用の見直

しを行うことはもとより、兼職兼業制度や手続き等の理解増進に向け、部活動を担当す

る部署等の関係部署や首長部局、地域クラブ活動の実施主体、兼職兼業を希望する教師

等や当該教師等の所属する学校等への関係法令や手続きの周知をはじめ、当該部署等と

連携して対応することが重要です。 

また、服務監督教育委員会は 、保護者や地域住民の理解と協力を得られるよう、地域

クラブ活動への移行の趣旨・目的や子供たちの活動機会の確保や持続可能な活動環境の

整備に向けた指導者確保のための教師等の兼職兼業の必要性等について説明をする必要

があります。 

 

○ 今後市町村においては、手引きに基づき、教師等の兼職兼業に関する体制を整備するこ

とが必要です。 
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○ 次の図は、地域クラブ活動を指導する教師等の服務管理に係るフローのイメージを   

示したものです。 

 

 

 

 

  

 

 

                 

 

地域クラブ活動を指導する教師等の服務管理に係るフロー 

①実施計画・運営計画に基づく 

指導者募集要領等の提示 運営団体 → 市町村教委 → 学校 

②指導を希望する教師等の調査 市町村教委 → 学校 → 教師等 

 

③希望調査の集約 教師等→学校→市町村教委→運営主体 

④指導日等の調整 運営団体、市町村教委 

（学校と連携して勤務時間の確認） 

⑤指導の依頼 運営団体 → 当該教師等 

（市町村教委、学校も情報共有） 

当該教師等 → 学校 → 市町村教委 

⑦兼職兼業の許可 市町村教委 → 学校 → 当該教師等

員 

⑧指導 市町村教委 → 学校 → 当該教師

等 

運営団体 → 市町村教委 

（学校と連携して勤務時間の確認） 

 

⑨指導実績報告の提出 

⑥兼職兼業届の提出 
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第６章 地域クラブ活動の移行に当たって留意すべき事項 

 

○ 令和４年 12月 27日付け４ス庁第 1640号「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り

方等に関する総合的なガイドライン」の策定及び学校部活動の地域連携・地域移行に関す

る関連制度の運用について（通知）における留意事項は、次のとおりです。 

 

（１） 関連する諸制度の運用等について 

① 教師等の兼職兼業（再掲） 

② 教師等の人事における部活動の指導力の評価等  

 

（２） 高等学校入学者選抜における学校部活動・地域クラブ活動の取扱い 

   ① 学校部活動・地域クラブ活動の評価方法の明確化について  

② 学校部活動・地域クラブ活動に係る調査書への記載内容について 

 

（３） 学習指導要領解説の見直し等について  

① 学習指導要領解説における関連の記載の見直しを行う予定であること。  

② 学習指導要領の総則に関連の記載について、次期改訂時に合わせて見直しを検討する 

予定であること。 

 

○ なお、県及び市町村等においては、留意事項について速やかに対応することが必要で  

あると考えております。 
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 公益財団法人日本スポーツ協会（平成３１年） 
 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/rinri_gidelines.pdf/doc/rinri_gidelines.pdf 

 

「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」 
公益財団法人日本スポーツ協会（令和元年５月） 

 
https://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html#04 

 
 

公益財団法人日本中学校体育連盟 

「全国中学校体育大会 開催基準・規程等 ９ 引率・監督」 
日本中学校体育連盟 HP（全国中学校体育大会→開催基準・規程等） 

 

https://nippon-chutairen.or.jp/sports/regulation/ 

 

山梨県小中学校体育連盟 

「県小中体連主催大会における監督・引率細則」 
 山梨県小中学校体育連盟 HP（ハンドブック内）   

 

https://ymn-sc-tairen.jp/download/senmonbu/ 

 

 

山梨県教育庁保健体育課 HP 

「やまなし学校部活動及びやまなし地域クラブ活動の在り方等 

に関する総合的なガイドライン」 

 ☆やまなし地域クラブ活動の体制整備に関する手引き 

https://www.pref.yamanashi.jp/hotai/index.html 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/somu/doc/rinrikitei3.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/katsudousuishin/doc/rinri_gidelines.pdf/doc/rinri_gidelines.pdf
https://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid523.html#04
https://nippon-chutairen.or.jp/sports/regulation/
https://ymn-sc-tairen.jp/download/senmonbu/
https://www.pref.yamanashi.jp/hotai/index.html

